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	1月19日・20日に、日本年金機構が主催する令和7年度「全国年金委員研修」が東京都港区の日本年金機構研修センターで開催され、全国の年金委員80名（職域型、地域型）が参加しました。同時にオンラインによる開催も行われ、全国約2,500名の年金委員が視聴しました。
	【1月19日】
	◆厚生労働省あいさつ
	開催に先立ち、厚生労働省年金局の三好 圭 年金管理審議官よりあいさつがありました。
	◆厚生労働省年金局「年金制度改正等の概要について」
	厚生労働省年金局年金課の関森 勝 年金制度調整専門官より、2025年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」を踏まえた年金制度改正等の概要について、下記の説明がありました。
	1. 被用者保険の適用拡大
	2. 在職老齢年金制度の見直し
	3. 遺族年金の見直し
	4. 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
	5. その他
	＜公的年金制度関係＞
	 子に係る加算等の見直し
	 障害年金等の直近1年要件の延長
	 国民年金の納付猶予制度の延長
	 国民年金の高齢任意加入について対象を追加
	 令和2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるための措置
	 離婚時分割の請求期限の伸長
	 遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げの許容
	◆日本年金機構の事業に関する説明
	日本年金機構の下記事業について、各担当部署より説明がありました。
	（1）年金制度改正の実務と留意点
	日本年金機構（以下同） 厚生年金保険部 厚生年金保険適用・調査グループ  安田 知史 グループ長
	1. 年金制度の仕組み
	2. 公的年金制度とライフコース
	3. 改正のポイント（短時間労働者の適用拡大）
	 社会保険に加入する短時間労働者（現行制度）
	 短時間労働者の企業規模要件の縮小・撤廃
	 短時間労働者の賃金要件の撤廃
	4. 実務と留意点（短時間労働者の適用拡大）
	 企業規模要件について
	 労働時間要件について
	 学生要件について
	 勤務時間要件について
	 社会保険適用拡大に関する広報コンテンツ／人事・労務管理者向け手引き／従業員向けチラシ
	 公的年金シミュレーター
	（2）在職老齢年金と遺族年金
	年金給付部 給付企画第1グループ　帳山 昌一 グループ長
	1. 在職老齢年金の仕組み
	 在職老齢年金の計算方法
	 支給停止期間と支給停止額
	 在職老齢年金制度の見直し【施行日：2026年4月1日】
	 周知・広報
	2. 在職老齢年金を受けている方の年金額改定
	 在職定時改定
	 退職改定
	3. 遺族基礎年金の支給停止の見直し
	 改正の背景・目的
	 改正内容【施行日：2028年4月1日】
	 経過措置
	4. 離婚時の年金分割の請求期限の伸長
	 改正内容
	 施行日
	 対象者
	（3）オンラインサービスの推進
	経営企画部 総合戦略室　オンラインビジネス統括グループ 三浦　誌 グループ長
	1. はじめに
	2. 事業所向けオンラインサービス
	 電子申請
	 情報・通知書の電子送付（オンライン事業所年金情報サービス）
	 利用方法
	3. 個人向けオンラインサービス
	 記録の確認（ねんきんネット）
	 簡易な電子申請
	 通知書の電子送付
	 利用方法
	（4）国民年金における制度周知
	国民年金部 国民年金企画グループ　大矢 貴広 グループ長
	1. 令和6年度　公的年金制度全体の加入者の状況等
	2. 国民年金の加入義務
	3. 国民年金保険料の納付方法
	4. 免除制度
	5. 保険料追納制度
	6. 外国人の状況
	7. 外国人の国民年金加入義務
	8. 外国人への取組
	◆日本年金機構あいさつ
	日本年金機構の塩野 祐治郎 事業調整監より、年金委員活動の現状と日本年金機構における活動支援について説明がありました。

